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１　計画策定の背景と目的
　(1)　計画策定の背景
　　　少子高齢化の進行に伴い急激に人口減少が進む中、全国的に空き家、空きテナ
　　ント等の遊休不動産が増加傾向にあり、今後も増え続けることが予想されています。
　　　また、これらの空き家を所有者や管理者が放置することにより、倒壊や建築資材
　　の飛散など近隣住民の生活環境を害する状況の増加をはじめ、都市景観の悪化や
　　防災上の問題、公衆衛生や地域コミュニティへの影響などの問題が一層深刻化して
　　いる状況となっています。
　　　このことを踏まえ、国は、空家等対策は将来の地域社会形成において最も重要か
　　つ喫緊の課題であるとし、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家特措
　　法」という。）」を制定し、平成２７（２０１５）年５月２６日に施行されました。この空家
　　特措法では、市町村長が、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等（特定空家等）
　　に対し行政指導等ができること、また、地域の実情に応じて、地域活性化等の観点か
　　ら空家等の有効活用を図る等の施策を実施することについて規定されました。
　　　本市では、国に先立つ形で平成２５（２０１３）年に「柏崎市空き家等の適正な管理
　　に関する条例」を制定し、空家等対策への取組を開始しましたが、国の法整備に併
　　せて平成２８（２０１６）年に条例改正を行うとともに（「柏崎市空家等の適正な管理
　　に関する条例」へ名称変更（以下「条例」という。）しました。
　　　また、今後の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成３０
　　（２０１８）年に１０年間の計画期間とする「柏崎市空家等対策計画」を策定し、空家
　　等対策に関する情報発信、利活用に係る手段としての空き家バンクの運用、管理不
　　全な状態となった空家等に係る所有者等への行政指導など、具体の取組を進めて
　　きたところです。
　　　令和５（２０２３）年、国は、空家等の急激な増加傾向を緩やかなものにすべく、所
　　有者等における管理者意識の欠如、地方公共団体のマンパワー不足などの諸課題
　　へ対応するとともに、「空き家はなるべく早い段階で活用する」との基本的な考え方
　　のもと、所有者や活用希望者の判断を迅速化する取組をさらに加速化すると共に、
　　従来から行ってきた活用困難な空き家の除却等を進めるべく、空家特措法を改正し
　　ました。
　　　本市では、空家特措法の改正を受け、令和５（２０２３）年度に、所有者等の責務の
　　強化や特定空家等の前段階で行政指導を行うものとする管理不全空家等への対応
　　などを、令和７（２０２５）年度には、管理不全状態となることへの抑止力を狙いとす
　　る空家特措法に基づく命令に従わない場合における所有者等の氏名を公表するな
　　どの罰則強化を含む条例改正を行ったところです。また、令和６（２０２４）年度には、
　　市と一体となって対策を進めるための民間活力の活用を図るため、改正空家特措
　　法に基づく「空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）」を指定しました。
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　　　本市は、空家特措法及び条例の改正、支援法人の指定など、本市における空家等
　　対策の抜本的な見直しを進めていることから、今後も増え続けることが予想される
　　空き家問題へ、より実効性のある施策の展開ができるよう、第１期空家等対策計画
　　の終了を迎える令和９（２０２７）年３月を待たずして、計画を改定します。

　(2)　計画の目的と位置付け
　　　本計画では、柏崎市の空家等対策に関する今後の方向性を示すと共に、『管理不
　　全な空き家をいかに増やさないか』を中心に据え、現状、理想の状態、課題を整理し
　　た上で、その具体的な対策及び施策を整理し、官民連携による推進体制のもと、空
　　家等対策を総合的かつ計画的に実施し、地域住民の安全・安心な生活環境を構築
　　することを目的とします。なお、本計画は、柏崎市第六次総合計画における「1-1 魅
　　力ある都市環境と住環境の整備」の【空き家の適正管理と利活用の推進】に関する
　　課題等に寄与するものとして位置づけます。

　(3)　計画期間
　　　令和８（２０２６）年度から令和１５（２０３３）年度までの８年間

　(4)　本計画で扱う用語の定義
　　ア　空家等
　　　　建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていな
　　　いことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）
　　　をいう（空家特措法第２条）。 
　　イ　管理不全な空き家
　　　　以下の「管理不全空家等」及び「特定空家等」の総称を「管理不全な空き家」と
　　　いう。 
　　　（ア）　管理不全空家等
　　　　　　適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等
　　　　　に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう
　　　　　（空家特措法第１３条第１項）。
　　　（イ）　特定空家等
　　　　　　以下の状態にあると認められる空家等をいう（空家特措法第２条第２項）。 
　　　　ａ　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
　　　　ｂ　そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 
　　　　ｃ　適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
　　　　ｄ　その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
　　　　　状態 
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　　ウ　支援法人（空家等管理活用支援法人）
　　　　空家等対策の経験や実績のある民間法人が公的な立場から活動しやすい環境
　　　となるよう、各市町村が定める基準等に基づき、市町村長が指定するもの。令和５
　　　（２０２３）年１２月に改正された空家特措法により新たに定められた制度（空家
　　　特措法第２３条）。 
　　エ　市民等
　　　　市内に在住、在勤又は在学する個人、市内の自治組織及び市民活動団体並び
　　　に市内に事務所を有する法人その他の団体をいう。空家等の活用及び発生の予
　　　防並びに空家等の状況及びその所有者等に関する情報の把握に関し、積極的な
　　　役割を果たし、市と相互に連携を図るよう努めること、地域の良好な生活環境の
　　　保全に努めるとともに、市が実施する施策に協力することが責務とされている
　　　（条例第４条）。 
　　オ　柏崎市空家等対策推進協議会
　　　　柏崎市空家等対策計画の策定又は変更及び当該空家等対策計画に基づき実
　　　施する施策等が、市民等の意見を十分に反映しながら円滑かつ適正に行われる
　　　ことに資するため、空家特措法第８条第１項の規定に基づく市長の附属機関であ
　　　り、次の事項について、調査・審議を行う。
　　　（ア） 空家等対策計画の策定又は変更に関する事項
　　　　　【空家等対策計画策定・事業実施委員会】 
　　　（イ） 管理不全空家等又は特定空家等への対処に関する事項
　　　　　【管理不全空家等及び特定空家等審議会】
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２　空家等の現状
　(1)　全国・新潟県・柏崎市の空き家率（総務省「住宅・土地統計調査」）

　　　令和５（２０２３）年における全国の空き家率は１３．８％ですが、新潟県はそれを
　　上回る１５．３％であり、本市は更にそれを上回る１８．７％となっています。長期的な
　　推移を見ると、平成５（１９９３）年の７．８％から一貫して上昇を続けています。本市
　　の空き家率はかつては、全国平均を下回る水準で推移していましたが、平成２５（２
　　０１５）年には全国平均を上回る数値となり、その後も、その差は増加傾向にあります。

全国・新潟県・柏崎市の空き家率

空き家数（県） 空き家率（県）空き家率（全国） 空き家率（柏崎市）
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　(3)　本市における空き家件数の推移

　(4)　データから見る結果等
　　　柏崎市の人口は、平成２７（２０１５）年から令和６（２０２４）年までの１０年間で約
　　１１，０００人減少している一方で、世帯数はほぼ横ばいとなっています。ライフスタイ
　　ルの変化等によって、核家族化が進んでいるほか、未婚化・晩婚化に伴う若年層・中
　　年層の一人暮らしや高齢者の独居など単身世帯が増加していることなどから、世帯
　　の細分化が進んでいることがその要因といえます。また、特に中山間地域では、高齢

　(2)　本市における人口・世帯数

平成27（2015）年12月末日

柏崎市の人口と世帯数
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柏崎市の空き家件数の推移

※　民間の地図会社が保有する空き家データ
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　　な夫婦や独居の世帯が多くあり、若年層の市内中心部への転居がなされることによ
　　り、ファミリータイプの空家等の増加傾向が顕著になっています。 
　　　また、本市においては、短期的な建設需要等に伴う労働者の受け皿として市内中
　　心部に新築アパートが複数建設されている一方で、中山間地域の空家等は増え続
　　けており、需要と供給のバランスが取れていない状態が、より深刻化することが予想
　　されます。 
　　　全国的に増加傾向にある空家等は本市においても、今後も増え続けることがほ
　　ぼ確実な状況となっています。
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３　本計画における基本方針
　　基本方針  空き家を生まないあなたの責任～持つ・保つ・処分する～
　　　空き家は所有者管理が大原則であり、住まいを持った時点から、管理する責任が
　　生じます。所有者自らが、２０年後、３０年後の抜本的かつ長期的な視点を持った上
　　で行動することが求められます。また、行政のみならず、支援法人、各分野の事業者、
　　そして自治組織等の周辺住民がそれぞれの立場や役割から責任を果たすことが求
　　められます。以上から、本方針により、施策の展開及び各主体が行動することとします。

４　対象領域及び理想の状態の設定並びに目標指標（ＫＰＩ）の設定
　(1)　対象領域及び理想の状態の設定
　　　基本方針を踏まえ、本計画の改定を行うに当たり、柏崎市空家等対策推進協議会
　　において、空家等に関する諸課題、目指すべき理想とする状態などについて検討、整
　　理を進めてきました。その上で、委員の皆様から挙げられた意見をもとに、空家等に
　　関わる対象領域を４つに分け、それぞれにおける理想とする状態を設定しました。

　
　　　　所有物件に対する中長期的な視野と正しい理解を持ち、行動できる状態
　　　　空家等の問題は、大前提としてその所有者に管理責任があるため、基本的に
　　　は、『行政がなんとかしてくれる』ものではありません。多くの場合、マイホームを建
　　　てる際や中古物件を取得する際に注力しているのは建物の引渡しまでで、数十年

全国の空き家数・空き家率の将来推計
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※総務省統計局「住宅・土地統計調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5（2033）年推計）」などをもとに日本総合研究所が
　作成したものを加工
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所有者・近隣住民対象領域 1
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　　　後の住宅の管理方針まで考えられている人は稀です。所有者においては、「家の終
　　　活」も含めた中長期的な視野と空き家になった後も維持管理又は処分する必要
　　　があるという正しい理解を持ち合わせているとともに、必要な行動ができる状態
　　　（資金準備等を含む）になっている必要があります。また、近隣住民（地域コミュニ
　　　ティ協議会・町内会等を含む）においては、所有者及びその親族等が将来にわた
　　　り適切に行動することができるよう、空家等対策に係る情報共有を図るとともに、
　　　相談窓口へのつなぎ役を担うこととします。

　　　　中古物件の利活用を選択肢として持っており、いつでも支援窓口に相談できる
　　　状態
　　　　日本の持ち家に対する新築思考は未だに根強く、「夢のマイホームを新築で建
　　　てる」という選択が長らく社会のスタンダードとして認識されてきました。一方で、
　　　空家等は年々増えており利活用されない中古ストックとして溜まり続けています。
　　　　中古物件の利活用をより身近な選択肢にしていくため、需要を喚起するための
　　　活動を進める必要があります。

　　　　需要と供給の調整機能が働き、適切な空家等の管理と流動的なマッチングが
　　　成立している状態
　　　　空家等が増え続けているため供給サイドのストックは増加傾向にある一方で、
　　　空家等の利活用が充分になされておらず供給過多な状態が続いています。現状と
　　　しては、マッチングの発生率や頻度、コーディネートの質や情報の一元化に苦慮し
　　　ており、市全体で効率的に空家等の問題に対処できているケースはまだ少ないと
　　　言えます。より効果的にマッチングするために、今まで以上に空家等の利活用を喚
　　　起するとともに、需要と供給の調整機能を果たすため、所有者等と利活用者双方
　　　が気軽に相談できる環境を整える必要があります。

　　　　官民連携による多様な財源の確保を検討し、所有者等と利活用者に複数の選
　　　択肢を示せる状態
　　　　行政の財源だけでは、空家等対策に対する網羅的な施策展開を維持すること
　　　はできません。管理不全な空き家が増えれば、より多くの財政負担を強いられ、市
　　　政における他の事業実施を圧迫することに繋がります。利活用などに充当する財
　　　源確保はより一層厳しいものとなります。今後の空家等対策を持続可能なものと
　　　するためにも、所有者等と利活用者双方における財源確保が適切になされるた
　　　めの選択肢（方策）を複数示せるような環境を整備していく必要があります。

利活用者・購入者対象領域 2

環境・仕組み対象領域 3

財源・資金調達対象領域 4
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　(2)　目標指標（ＫＰＩ）の設定 
　　　前述のとおり、空家等に関するそれぞれの対象領域ごとに理想として掲げる状態
　　を目指して各種の施策を展開していきます。また、目標値として柏崎市第六次総合
　　計画と連動した形で目標指標（ＫＰＩ）を設定します。

行政指導等による管理不全状態の是正件数

指標名

目標指標（KPI）

6件 6件 6件 6件

空き家バンクの成約件数 10件 10件 10件 10件

令和8
（2026）年度

令和9
（2027）年度

令和10
（2028）年度

令和11
（2029）年度

令和12
（2030）年度

令和13
（2031）年度

令和14
（2032）年度

令和15
（2033）年度

管理不全な空き家の年間削減数 16件 16件 16件 16件

6件 6件 6件 6件

10件 10件 10件 10件

16件 16件 16件 16件
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５　具体的な対策
　(1)　問題定義と原因分析
　　　前述した4つの対象・領域ごとに設定した理想とする状態に対して、現状とのギャッ
　　プが存在しているため、そのギャップを問題として定義し直し、それぞれの問題を起
　　こしている原因について整理しました。

対象領域別の問題と原因

所有者・近隣住民

所有物件に対する中長期的な視野と正しい理解を個人や地域で持ち、行動ができていないこと問題

原因

原因

原因

原因

➀−１ 所有者等の意識・知識の不足

　　 （周囲への悪影響・法令に基づく罰則等を含む）

➀− 2 住まいの終活に関する検討不足

　　 （維持管理・解体等に係る資金不足を含む）

➀− 3 二次流通に必要な条件への対応・準備不足

➀− 4 地域への関心の低さ

対象領域 1

利活用者・購入者

中古物件の利活用を選択肢として持つことができていないこと問題

➁−１ 中古物件活用の魅力に係る情報発信不足

➁− 2 住宅取得時の選択肢に関する知識不足

対象領域 2

環境・仕組み

需要と供給の調整機能が働き、適切な空家等の管理と流動的なマッチングが成立していないこと問題

➂−１ 根本的な人口動態と需給の不均衡

➂− 2 市場における物件の魅力・情報の伝達不足

　　 （流通しづらい物件情報を含む）

➂− 3 総合的な相談窓口・情報発信機会の不足

➂− 4 市場調整機能の不全

対象領域 3

財源・資金調達

官民連携による多様な財源の確保ができておらず、所有者等と利活用者における選択肢
が乏しいこと

問題

➃−１ 新たな財源・資金調達方法の検討不足

➃− 2 既存制度の運用面における課題

➃− 3 ビジネスとしての収益性の低さ 

対象領域 4
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　(2)　課題設定と実施施策
　　ア　中長期的な視点にたった住まいの知識を得るための啓発活動【対象領域➀・➂】
　　　　住宅の購入時には家族間で活発に話し合いが行なわれることが一般的ですが
　　　その後中長期的な管理に関する知識を得る機会が乏しく、数十年後のライフプラ
　　　ンの変化に伴う住まいの維持管理、更には売却や除却に関して家族間で話し合
　　　う機会は少ない傾向にあります。セミナー等を通じて、空家等の管理を放置する
　　　ことにより生ずる周囲への悪影響や空家特措法及び条例による罰則等を交え、ま
　　　た、住まいの維持管理に係る正しい知識を得て中長期的な住まいの維持管理等
　　　に関する方向性を事前に考える機会を設けます。

　　イ　地域コミュニティによる空家等対策の実施推進【対象領域➀】
　　　　空家等の問題は、所有者のみならず近隣住民等が積極的に関与することで状
　　　況の悪化を食い止めることにつながります。自身が住んでいる地域において、これ
　　　から空家等になりそうなもの（住宅等の個人財産のほか、事業所等が所有する空
　　　家等を含む。）をあらかじめ把握しておくことや、所有者による自主的な管理や使
　　　用しなくなった時点での売却や解体等を推進するための働きかけ、管理不全な状
　　　態になる前に支援法人等に情報提供するなど、町内会等の地域コミュニティが中
　　　心に取り組む空家等対策の実施を推進します。

　　ウ　相談支援機能の充実と関係者間の話し合いの促進【対象領域➀・➁・➂】
　　　　支援法人が中心となり、空家等に関する困りごとに対して気軽に相談できる総
　　　合相談窓口の機能を充実させていきます。相談者の困りごとに寄り添いながら、
　　　必要となる専門家や事業者を紹介するとともに、空家等の管理を放置することに
　　　より生ずる周囲への悪影響や空家特措法及び条例による罰則等を伝達しながら、
　　　罰則等のリスクや今後の方針について助言等を行います。また、家族や親族等で
　　　住まいの今後について話し合う機会を設ける際に、円滑な議論を助けるためのつ
　　　なぎ役（ファシリテーター）を担います。

　　エ　空家等の優良活用事例に関する情報発信【対象領域➁・➂】
　　　　空家等をリノベーションし新たな住まいとして蘇らせたり、事業等の別の用途
　　　で再生させていくことで、空家等の放置を防ぐことができます。本市では、空家等
　　　の利活用に関する支援（空き家バンク、空き家リフォーム補助など）の周知を強化
　　　するなどし、活用事例を増やしていきます。さらに、他の利活用事例の参考となる
　　　ような支援制度の活用や、再生のための仕組み（スキーム）の構築など、優良な活
　　　用事例をピックアップし、効果的な情報発信に努めます。
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　　オ　空き家バンクを活用した空家等の利活用促進とマッチング【対象領域➁・➂】
　　　　空家等物件の紹介だけでなく、空家等を利活用した場合のメリット・デメリット
　　　や空家等に関する基礎的な理解の促進、利活用方針に関する相談に対応するな
　　　ど、利活用者・購入者に対し、需要を喚起するための活動を積極的に行います。柏
　　　崎市空き家バンクを通じて目的にあった空家等物件情報をスムーズにマッチング
　　　するとともに、空き家バンク利用者の声や優良活用事例の紹介など、掲載情報を
　　　充実させていきます。

　　カ　空家等対策協力事業者への研修機会の提供【対象領域➂】
　　　　本市の空家等対策に協力いただける事業者を積極的に募り、市や支援法人が
　　　連携して実施する取組に関する理解を促進するための施策を実施します。事業者
　　　向け記事の配信や研修の機会を提供するとともに、公的な視点を理解した空家
　　　等対策に協力いただける事業者を増やしていくことで、官民連携体制を上でさら
　　　に強化し、管理不全な空き家を増やさないように努めます。

　　キ　民間資金も含めた官民連携による多様な支援環境の整備【対象領域➃】
　　　　空家等の利活用時に活用できるリフォームやリノベーションに関する補助金等
　　　制度の周知を更に図るとともに、公的な財源のみに頼らず持続可能な形で空き
　　　家対策に取り組むための民間資金の活用も含めた新たな支援スキーム構築を目
　　　指します。また、所有者等における解体費の積立等を支援するためのファンド・財
　　　団の設立検討やそれに付随する環境整備を進めます。

　　ク　管理不全な空き家への適切な対応・所有者等による除却の推進【対象領域➀】 
　　　　管理不全な空き家に対し、空家特措法及び条例に基づく行政指導等を適切に
　　　実施します（所有者等に対する不利益処分、命令に従わない場合における氏名公
　　　表及び空家特措法による過料を前提とした過料事件通知等）。実施に際しては、
　　　空家特措法及び条例の規定を踏まえ、柏崎市空家等対策推進協議会（管理不全
　　　空家等及び特定空家等審議会）に諮問しながら、「柏崎市管理不全空家等及び特
　　　定空家等認定基準・対応要領」に定める措置を講じます。措置を講ずる際には、
　　　危険な空き家を解体する補助制度の周知を併せて図り、所有者等による除却を
　　　推進します。また、市民等に対し、周囲にある空家等が管理不全な状態となった
　　　場合に、利害関係者として講ずることのできる民法上の措置等について、周知を
　　　図ります。 
　　　　なお、適切な管理が見込めない状態が続いている管理不全空家等や特定空家
　　　等については、柏崎市が主体となり適切な対応を検討します。
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　本市では、令和７（２０２５）年３月より
支援法人を指定するともに、市の補完
的役割であるという性質を踏まえ、意識
啓発事業の企画・運営、相談対応、空き
家バンクの運営などを業務委託するこ
とにより、官民連携による空家等対策に
関する推進体制を強化しています。
　令和７（２０２５）年１２月末時点で、前
年度の約２倍を上回るペースの約１５０
件にのぼる利活用に関する相談が寄せ
られています。しかし、支援法人に寄せ
られる相談のうち、約８割程度が老朽化
等によって売却や利活用の難しい空家
等に該当している状況であり、それらの
空家等の多くは、今後解体を検討しなけ

ればならなくなるでしょう。不動産事業
者の中には、空家等を専門に扱ってい
るところもあるため、市及び支援法人が
運営する空き家バンク等に掲載できる
ケースもありますが、一定の期間掲載し
ても買い手が見つからない場合には、
周囲に迷惑をかける又は事故等が生ず
ることによって損害賠償請求をされる
前に、所有者自ら早めに解体の意思決
定をすることをオススメしています。
　近年の物価高騰に伴い解体費用も増
加傾向にあるため、早い段階からコツ
コツと解体費用を貯めていくこともあ
わせてご検討ください。

コラム１ 空き家になってからではもう遅い!?

管理不全空家等及び特定空家等対応フロー図

➀ 市民等からの情報提供・苦情による把握

➁ 現地調査

➂ 指導又は助言・指導

➃ 勧告

➄ 命令

➅ 氏名等公表・過料事件通知・過料納付命令

※固定資産税の住宅用地特例とは、住宅政策上の見地から、居住の用に供する住宅用地について税負担の軽減を図るた
　めに設けられた措置であり、土地が住宅用地に該当する場合には、固定資産税等が減額されています。
　（200平方メートルまで1/6、200平方メートルを超える部分は1/3に減額）

固定資産税の住宅用地特例※の解除
柏 崎 市 空 家 等 対 策 推 進 協 議 会

（管 理 不 全 空 家 等 及 び特 定 空 家
等審議会）へ措置を諮問する。
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　(3)　官民連携による推進体制の構築
　　　本市では、官民が連携して空家等対策を着実に推進するため、プロポーザル方式
　　により選定した法人を支援法人として指定し、官民連携の体制構築に務めています。
　　　また、支援法人は、相談内容に応じて、専門家へ相談者を繋ぐことを前提とし、空
　　家等対策協力事業者として連携し、対応しています。

空家等対策協力事業者数（属性別）

合計

登録数

��

売買・賃貸 ��

（者）

改修（リフォーム） ��

��

��

��

�

��

��

�

�

��

�

家財処分

建物・庭の管理

草刈り、剪定、伐採

害獣・害虫対策

解体

相続

登記

調査（鑑定、測量）

空家等情報提供

その他

※令和7(2025)年12月末時点
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　(4)　ステージ別空家等対策

　　ア　ステージ１（予防）
　　　　『予防』段階では、住宅等の所有者等に対して、将来的に空家等になる可能性
　　　を踏まえ、空家等になる前に考えておくべきこと、管理しないことに伴う周囲への
　　　影響、空家特措法及び条例に基づく罰則、民法上の規定に基づく損害賠償請求の
　　　可能性、空家等になった後の処分（売却など二次流通をさせるためのポイントや
　　　解体に要する費用等）など、中長期的な視点から建物を所有した時点で理解して
　　　おくべき内容について、所有者等の理解促進を図るために効果的にPRします。

ステージ１（予防） 空き家になる前 ステージ２（活用） 空き家になった直後 ステージ３（対症）管理不全になった時

具体的な施策

中長期的な視点にたった
住まいの知識を得るため
の啓発活動

施策ア
中長期的な視点にたった
住まいの知識を得るため
の啓発活動

施策ア空き家の優良活用事例に
関する情報発信

施策エ

管理不全な空き家への
適切な対応・所有者等に
よる除却の推進

施策ク

空き家バンクを利用した
空家等の利活用促進と
マッチング

施策オ

民間資金も含めた
官民連携による多様な
支援環境の整備

施策キ

空家等対策協力事業者へ
の研修機会の提供

施策カ

相談支援機能の充実と
関係者間の話し合いの促進

施策ウ

地域コミュニティによる
空家等対策の実施推進

施策イ

ステージ別空家等対策

管理不全な空き家を発生させない
環境整備

空き家を流通させる
仕組みづくり

• 中古物件を利活用の選択肢として
持つことができるような優良事例
のPR

• 利活用希望者（購入者・借用者）の
掘り起こし及び二次流通可能な空
き家とのマッチング

流通不可・周囲へ悪影響を及ぼす
空き家の除却

• 管理不全な空き家に対する行政指
導等

• 自主的な解体への誘導（解体補助
制度の周知）

柏崎市空家等対策推進協議会
（空家等対策計画策定・事業実施委員会）

柏崎市空家等対策推進協議会
（管理不全空家等及び特定空家等審議会）

空家等管理活用支援法人+空家等対策協力事業者 柏崎市

• 管理不全な状態になった場合の周囲
への悪影響や空き家になった場合の
リスク（法令による罰則等）に関する
意識啓発

• 住まいの終活、二次流通に必要な条
件等、中長期的な視点での周知及び
意識啓発

• 町内会等の地域コミュニティによる、
所有者や親族への管理不全な状態
になることを防止するための働きか
け、市や支援法人への情報提供など
の推進
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　　　　また、市民等に対し、周囲にある空家等が、管理不全な状態となった場合に、利
　　　害関係者として講ずることのできる民法上の措置等について、周知を図ります。
　　　（ア）　具体的な施策
　　　　　実施施策ア　中長期的な視点にたった住まいの知識を得るための啓発活動
　　　　　実施施策イ　地域コミュニティによる空家等対策の実施推進
　　　　　実施施策ウ　相談支援機能の充実と関係者間の話し合いの促進
　　　（イ）　具体的な施策例
　　　　　　空き家セミナー、固定資産税納税通知書への意識啓発チラシ同封、広報か
　　　　　しわざき及び市ホームページでの周知、支援法人による空き家バンクサイト
　　　　　及びSNS等での周知など。

　空家等を取り巻く問題を生じさせな
いためには、所有者管理の原則に則り、
所有者やその親族などの管理者が周辺
の生 活 環 境に悪 影 響を及 ぼさないよ
う、空家等の適切な管理に努めること
が重要です。管理不全な空き家が倒壊
したり外壁材等の落下などにより死亡
事故等につながったりした場合には、数
千万円から数億円の損害補償が課され
る可能性もあります。多くの方が、最後
は「行 政がなんとかしてくれるのでは
…」と安易に考えている場面が散見さ
れますが、市町村の財政にそこまでの余
裕はありませんし、公平性の観点から
も、全ての空家等に対し、税金を投入し

て対応することはできません。また、税
金の支出が増えれば増えるほど、他の
市民サービスが停滞していきます。罰則
が強化され、空家特措法に基づく命令
に従わない場合は、氏名等が公表され
るほか、国から過料についての納付命
令が発出されるリスクもあるため、該当
する方にはくれぐれも早めの対策をオ
ススメします。条例では、「市民等は、市
の実施する施策に協力し空家等に関す
る諸問題に対して積極的に役割を果た
すこと」が規定されています。皆さん、肝
に銘じましょう。 

コラム２ 所有者管理の原則・市民等の責務

��



　　イ　ステージ２（活用）
　　　　『活用』段階では、住宅の所有者等に対して、二次流通に必要な条件などを周
　　　知するとともに、これから住宅の取得を検討している方や、ビジネス等における空
　　　家等の利活用を検討している方に対し、利活用に関するノウハウや空家等利活用
　　　による魅力を整理し、効果的に情報発信することにより需要を喚起し、二次流通
　　　を加速させます。
　　　（ア）　具体的な施策
　　　　　実施施策エ　空家等の優良活用事例に関する情報発信
　　　　　実施施策オ　空き家バンクを活用した空家等の利活用促進とマッチング
　　　　　実施施策カ　空家等対策協力事業者への研修機会の提供
　　　　　実施施策キ　民間資金も含めた官民連携による多様な支援環境の整備
　　　（イ）　具体的な施策例
　　　　　　空き家バンク、空き家リフォーム補助金、支援法人による空き家バンクサイ
　　　　　ト及びSNS等での周知、協力事業者向けセミナーの実施

　インターネットやテレビＣＭ などで
「不動産投資」に関する宣伝が目につく
ようになりました。これらの影 響 なの
か、投機目的で空き家を売買するような
ケースが多くあるようです。中には、「必
ず利用者が付くから良いですよ」「お金
を払えば引き取ってもらえますよ（通称：
マイナス取引）」という甘い言葉に誘わ
れ、空き家が取引されているケースもあ
るようです。 
　新たに取得した所有者等がきちんと
維持管理すれば全く問題はないのです
が、中には「物件を見ずに購入した」「物
件を修理したり、解体したりする資金が
ない」などと言われる投機家も存在しま

す。当然ながら、その空家等の管理責任
は、新しい所有者にありますが、「使って
いないから」「将来売るつもりだから」

「お金がないから」という理由で放置さ
れることは、決して許されるものではあ
りませんし、そんな空家等が隣にあった
ら迷惑ですよね。空家等を売るほうも、
買うほうも、また、その取引に関与する
事業者等も、それぞれがしっかりとした

「モラル」をもって、責任を果たしていく
ことが重要ですね。

コラム３ 不動産投機家問題
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　相続が発生しても相続登記が行われ
ないまま放置される土地が増え、「所有
者不明の土地・建物」が全国的に拡大し
ているという問題があります。これまで、
相続登記は任意であり、また、罰則もな
かったため、手続きの煩雑さや費用負
担、土地を利用する予定がないことなど
を理由に登記が後回しにされがちでし
た。しかし、その結果、所有者が分から
ず、公共事業や災害復旧が進まない、空
き地・空き家が管理されず地域環境が
悪化するなど、社会・経済活動に大きな
支障が生じていました。
　このことから、令和６（２０２４）年４月
１日から法改正により相続登記が義務
化されました。相続した日から３年以内
に正当な理由がなく相続登記をしない
場合は、１０万円以下の過料（行政上の

罰金）が科される可能性があります。空
家等を売却又は解体する際には、関係
者（相続人全員）の同意が必要となりま
す。
　市が行っている空き家バンクに登録
する際や危険空家等解体補助制度（空
家等除却支援事業補助金）を利用する
場合において、相続登記が未了の場合
は、御自身でその関係性を示す資料を
整え、関係者（相続人全員）の同意があ
ることを証明していただく必要がありま
す。また、前述のとおり、相続登記が未了
の場合、近隣の方が連絡を取りたい場
面などで時間や労力がかかるなど、問
題解決が速やかに進まないこととなり
ます。義務化された背景を踏まえて、そ
れぞれが相続登記を確実に行う必要が
ありますね。 

コラム４ 相続登記の義務化
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　　ウ　ステージ３（対症）
　　　　『対症』段階では、管理や除却がなされないことにより周囲に悪影響を及ぼして
　　　いる管理不全な空き家について、所有者等に対し、空家特措法及び条例に基づく
　　　行政指導等を適切に実施しています。行政指導は、柏崎市空家等対策推進協議
　　　会（管理不全空家等及び特定空家等審議会）に諮問しながら、「柏崎市管理不全
　　　空家等及び特定空家等認定基準・対応要領」に基づき、所定の手続により行いま
　　　す。命令に従わない場合は、氏名公表及び空家特措法による過料が科されること
　　　となるため、ステージ１（予防）の段階から、周知を行っていき、所有者等に対する
　　　意識啓発を図ります。あわせて、特定空家等に対し行政指導等を行う際は、国の
　　　空き家対策総合支援事業（特定空家等又は不良度１００点以上の空家等を除去
　　　することを前提とした補助制度）を活用して本市が実施している危険空家等解体
　　　補助制度（空家等除却支援事業補助金）の活用を促します。また、当該管理不全
　　　な空き家の状態、影響度（通学路に面しているもの等）を考慮し、条例第９条に定
　　　める必要最小限度の範囲における緊急安全措置及び空家特措法第２２条第１１
　　　項に係る緊急代執行等について慎重に検討した上で、実施します。 
　　　　なお、空家特措法第１４条に規定されている財産管理制度（相続財産清算制度
　　　（民法第９５２条第１項）、所有者不明建物管理制度（民法第２６４条の８第１項）、
　　　管理不全土地・建物管理制度（民法第２６４条の９第１項又は民法第２６３条の1４
　　　第１項））に係る裁判所への請求等については、予納金を伴うことから、当該管理
　　　不全な空き家の状態、利害関係者による対応等の見込みを含め、市として適切な
　　　財政支出かどうかを慎重に検討した上で実施します。加えて、これら民法上の規
　　　定によるこれらの財産管理制度については、相隣関係に基づく利害関係者による
　　　請求等も可能であることから、その活用等について、市民等へ周知します。
　　　（ア）　具体的な施策
　　　　　実施施策ア　中長期的な視点にたった住まいの知識を得るための啓発活動
　　　　　実施施策ク　管理不全空家等及び特定空家等への適切な対応・所有者等に
　　　　　　　　　　　よる除却の推進
　　　（イ）　具体的な施策例
　　　　　　空家特措法及び条例に基づく行政指導等、危険空家等解体補助（空家等
　　　　　除却支援事業補助金）、民法に基づく財産管理制度、空き家セミナー等
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　相続放棄とは、被相続人（亡くなった
人）が多額の負債（借金など）を抱えて
おり、それらを引継ぎたくない、親族関
係などから相続に関わりたくないなど、
相続を希望しない方が相続を拒否する
制度です。
　空家等に対し、相続人全員がこの制
度を使った場合は、相続人不存在（誰も
相続した人がいない）の状態となりま
す。 この場合、国、県、市など行政の管理
下 に 置 か れ るの でしょうか？答 えは

「ノー」です。
　相続人不存在の状態＝管理者が不
在となるため、「この空家等を購入した
い」、「この空家等の外壁が壊れそうで
怖い」といった場合には、民法に基づき、
裁判所に管理者を選任してもらうよう
請求し、選ばれた管理者との交渉を行う

必要があります。また、管理者の請求を
行う際には、「予納金」といって、管理者
が管理をするために必要な経費などの
納付を求められます。解体を求める場
合には、解体費も含めて予納金納付を
求められるケースもあるようです。 
　相続放棄は、相続人が不利益を被る
おそれがある方を保護する大事な制度
ですが、結果として、空家等の周囲にお
住まいの方に迷惑をかけてしまう可能
性が高いとも言えます。住まいをお持ち
の 方 、その 御 親 族 の 方 が 相 続 放 棄 に
よって周囲に迷惑をかけないよう、空き
家になる前の備えをし、管理責任を果
たすことが大事ですね。

コラム５ 相続放棄問題
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柏崎市空家等対策推進協議会

（部会）

・空家等対策計画策定・事業実施委員会

・管理不全空家等及び特定空家等審議会

柏崎市空家等管理活用支援法人

行政関係 柏崎市都市整備部建築住宅課

附属機関

（行政・民間） 支援法人

担当部署

協定団体

空家等対策協力事業者

空家等の適正管理に関する連携協定団体

民間事業者

その他の民間法人、NPO法人など

連携事業者

その他

地域コミュニティ協議会

町内会、各種の地縁組織等

市民・地域

近隣住民

地域自治組織

近隣住民

人材・組織の主体

　(5)　計画を推進・実行するための資源・役割等
　　ア　人材・組織
　　　　計画を推進・実行するための『人材・組織』について、利害関係者（ステークホル
　　　ダー）ごとに設定しました。
　　　　市は、空家等対策の主管課である都市整備部建築住宅課が中心となり、附属
　　　機関である柏崎市空家等対策推進協議会（各部会含む）に各対応について諮問
　　　するとともに、支援法人（及び連携事業者）と連携しながら、対策や施策を実施・
　　　推進していきます。
　　　　支援法人は、市の補完的な役割を果たすため、平等公平な公的視点から誰も
　　　が各種の相談や対応をしやすい環境を整備し、民間法人の強みである具体的な
　　　利活用案件等のコーディネートを連携事業者と一緒に推し進めるとともに、管理
　　　不全な空き家を増加させないための意識啓発及び相談対応に当たります。 
　　　　地域コミュニティ協議会や町内会は、市民等が主体となり、自治機能を果たす
　　　という観点から、空家等に関する諸課題に対して積極的な役割を果たし、市と相
　　　互に連携を図るよう努めるほか、地域の良好な生活環境の保全に協力します。
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　　イ　制度・財源
　　　　計画を推進するための『制度・財源』について、補助金・助成金や優遇税制など、
　　　空家等対策に活用できる制度メニューを効果的に情報発信し、利用を促します。
　　　　また、既存のメニューのみならず、民間財源の活用や仕組みの構築を推し進め、
　　　空家等に係る対象者に対して、常に複数の選択肢が示せるような環境を整備して
　　　いきます。また、支援法人が対応する相談窓口にて、相談者の意向や状況に合わ
　　　せた効果的なメニューの組合せを提案できるように努めます。

柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金

柏崎市空家等除却支援事業補助金

補助金・助成金

空き家対策モデル事業などの国の事業

所有者向け

事業者・所有者向け

リフォーム促進税制

住宅ローン減税

優遇税制

民間財源調達

その他

にいがた安心こむすび住宅補助等の県の事業

空家等の譲渡所得の3,000万円特別控除

民間財源の組成検討（ファンド・財団など）

相続土地国庫帰属制度

財産管理制度（相続財産管理制度、不在者財産管理制度、
所有者不明土地・建物管理制度）

所有者向け

相続人向け

事業者向け

所有者・相続人向け

市民等向け

所有者・相続人向け

制度・財源メニュー
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　　ウ　情報・拠点
　　　　計画を推進するための『情報・拠点』については、市と支援法人が中心となり、
　　　空き家に関する情報の一元管理化を推し進めるとともに、支援法人及び民間事
　　　業者（空家等対策協力事業者）により、利活用者や購入者が気軽に相談できる窓
　　　口を管理運営します。また、情報として埋もれている地域の空家等情報について、
　　　地域コミュニティ協議会や町内会など、市民等との連携によりその実態の把握に
　　　努め、個別の支援に繋げられるような活動を展開するとともに、その活動を通じ
　　　て得られた事例やノウハウ等を効果的に情報発信し、空家等の所有者、管理者及
　　　び市民等全体への意識啓発を進めていきます。

情報・拠点

空家等に関する情報の
一元管理化

利活用者・購入者の相談
窓口の多角化

活用事例の発信と
意識啓発

認知されていない空家等
情報の調査活動

６　計画の実効性検証等と見直し
　　本計画の目標指標（ＫＰＩ）の達成度、民間事業者等による新たな取組状況や実績　
　などについて、柏崎市空家等対策推進協議会（空家等対策計画策定・事業実施委員会）
　において検証・評価を実施するとともに、国や県等による新たな対策の見直し等が行
　われた場合はその内容を加えるなど、必要に応じて、適宜見直しを行います。
　　また、本計画に定める各事業等については、より効果的なものとなるよう、実施主体、
　実施方法、資金などについて検討の上、柏崎市空家等対策推進協議会（空家等対策計
　画策定・事業実施委員会）において慎重に審議した上で、各主体と連携しながら、実施
　していきます。 
　　なお、本計画の終期を迎える令和１５（２０３３）年度の２か年度前には、見直すべき
　項目等の精査を含め、抜本的な改定作業に入ることとします。
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資料編
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1 17 0 17 501 3.39 65 5 70 494 14.17
2 105 0 105 1,149 9.14 127 3 130 1,115 11.66
3 83 0 83 2,006 4.14 167 1 168 2,096 8.02
4 73 0 73 1,620 4.51 115 1 116 1,640 7.07
5 104 0 104 3,434 3.03 199 1 200 3,380 5.92
6 86 0 86 3,086 2.79 118 0 118 3,175 3.72
7 25 0 25 1,732 1.44 51 0 51 1,863 2.74
8 7 0 7 108 6.48 22 4 26 100 26
9 38 1 39 1,997 1.95 51 3 54 2,111 2.56

10 22 1 23 1,095 2.1 32 2 34 1,118 3.04
11 24 2 26 431 6.03 32 6 38 429 8.86
12 18 0 18 830 2.17 26 4 30 854 3.51
13 42 0 42 2,547 1.65 91 8 99 2,674 3.7
14 52 0 52 1,295 4.02 104 2 106 1,310 8.09
15 19 6 25 523 4.78 28 14 42 534 7.87
16 38 0 38 514 7.39 86 2 88 483 18.22
17 18 2 20 281 7.12 33 1 34 263 12.93
18 30 2 32 360 8.89 63 5 68 338 20.12
19 16 8 24 594 4.04 48 10 58 573 10.12
20 26 8 34 608 5.59 107 14 121 549 22.04
21 15 3 18 191 9.42 40 6 46 177 25.99
22 16 12 28 443 6.32 144 14 158 397 39.8
23 62 5 67 1,225 5.47 127 13 140 1,192 11.74
24 61 13 74 874 8.47 216 16 232 779 29.78
25 29 4 33 741 4.45 67 6 73 741 9.85
26 27 0 27 248 10.89 28 5 33 236 13.98
27 107 6 113 1,472 7.68 164 8 172 1,412 12.18
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https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001618381.pdf
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/toshiseibibu/kenchikujutakuka/3/3/1/5195.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/toshiseibibu/kenchikujutakuka/3/3/1/5926.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/toshiseibibu/kenchikujutakuka/3/3/1/6632.html
https://npo-aisa.my.site.com/akiya/s/
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/toshiseibibu/kenchikujutakuka/3/3/3/41494.html
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